
社会福祉施設等総括表

2　設置主体別施設数

（令和6年4月1日現在）

設置者区分 公　　　　　　立 私                    立
　

国 県 市　町 計
社会福祉法

人
医療
法人

公益法人・
日赤

営利法人(会
社)

その他の法
人

その他 計

- 3 3 3

- 1 1 1

- 1 1 1

- - - - 5 - - - - - 5 5

1 1 - 1

- 1 1 1

- 11 11 11

- 2 2 2

3 3 5 3 1 1 10 13

- 5 1 9 15 15

7 7 165 10 323 25 4 527 534

2 2 2 2 4

1 1 - 1

- 1 1 1

29 29 301 9 34 344 373

6 6 70 39 109 115

3 3 15 4 3 22 25

- 2 1 3 3

- 2 2 4 4

児童館 31 31 4 4 35

児童プール - - -

児童遊園 27 27 - 27

小 計 - - 58 58 4 - - - - - 4 62

121 121 180 9 3 87 16 295 416

- 3 3 3

- 1 230 231 765 13 9 351 191 24 1,353 1,584

1 1 3 1 4 5

1 1 - 1

1 1 - 2 3 1 - - - - 4 6

4 4 - 4

1 1 - 1

- 124 4 30 24 1 183 183

- 3 1 1 5 5

- 1 1 1

1 1 13 1 3 2 19 20

1 1 15 11 6 32 33

- 20 23 21 64 64

2 2 122 4 68 95 289 291

- - 4 4 298 9 - 135 149 2 593 597

児童家庭支援センター

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

施

設

・

事

業

所

生活介護

療養介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

計

特例保育以外の保育施設
（旧へき地保育所）

国

立

病

院

等

医療型障害児入所施設

計

国立病院助産施設

特例保育
（旧へき地保育所）

児童心理治療施設

保育所

放課後児童クラブ

児

童

厚

生

施

設

幼保連携型認定こども園

母子生活支援施設

小規模保育

家庭的保育

総

　

　

数施設種類

児童養護施設

福祉型障害児入所施設

保

護

施

設

救護施設

児童自立支援施設

乳児院

医療保護施設

児

童

福

祉

施

設

等
計

助産施設

事業所内保育

児童発達支援センター（知的障
害児を主たる対象にするもの）

児童発達支援事業所（重症心
身障害児を対象にするもの）

授産施設

計

児童発達支援・放課後等デイ
サービス・保育所等訪問支援



社会福祉施設等総括表

2　設置主体別施設数

（令和6年4月1日現在）

設置者区分 公　　　　　　立 私                    立
　

国 県 市　町 計
社会福祉法

人
医療
法人

公益法人・
日赤

営利法人(会
社)

その他の法
人

その他 計

総

　

　

数施設種類

1 1 10 1 19 1 31 32

1 1 - 1

(1) (1) (1)

2 2 - 2

(1) (1) (1)

- 2 2 4 10 1 - - 19 1 31 35

2 2 28 28 30

- 168 168 168

- 38 38 38

- 39 31 3 122 4 199 199

15 15 3 3 18

44 44 - 44

- 158 40 8 114 10 330 330

13 13 16 16 29

- 101 66 1 156 17 1 342 342

- - 74 74 168 137 12 392 31 1 1,124 1,198

- 168 168 168

1 1 19 40 59 60

1 1 11 1 1 13 14

- - 2 2 11 51 - - 1 1 240 242

16 16 23 13 7 1 1 45 61

4 4 11 47 11 80 19 9 177 181

- 1 1 2 2

1 1 - 1

- 1 1 1

- 3 6 2 11 11

46 46 - 46

11 11 - 11

23 23 15 15 38

(1) (1) (1)

1 5 417 423 1,146 278 40 959 413 38 2,874 3,297

注：1) 特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設は同一施設であるため、合計には一方の数値のみ含めている。

      2) 視聴覚障害者情報提供施設[点字図書館]の（　　）は分館で外数を示す。

      4）介護医療院は、平成30年4月の介護保険法改正により創設されている。

      3) 情緒障害児短期治療施設は平成29年度から児童心理治療施設に施設名称が 変更された。

合 計

婦人保護施設

社会福祉法授産施設

　　5)指定介護療養型医療施設は令和6年3月31日をもって廃止となったため削除。

地域活動支援センター

老人福祉センター

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

身体障害者福祉センター

視聴覚障害者情報提供施設
[点字図書館]  2)

計

特別養護老人ホーム
(地域密着型特別養護老人ホームを
含む)  1)

老

人

福

祉

施

設

等

養護老人ホーム

訪問看護ステーション

原爆ホーム

地域包括支援センター

社会福祉センター

無料低額診療施設

生活館

へき地保健福祉館

介

護

保

険

施

設 計

介護医療院 4)

老人憩の家

デイサービスセンター

生活支援ハウス

認知症高齢者グループホーム

計

介護老人保健施設

指定介護老人福祉施設
(地域密着型指定介護老人福祉施設
を含む)  1)


